
  

令和4年度

保育所の自己評価

飾区四つ木保育園

保育指針（２０１８年３月改定）では、「保育所は、保育の質の向上を図
るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育
所の保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努め
なければならない。」ことが明記されています。このことに基づき、飾
区立保育園では毎年自己評価を実施しております。評価を踏まえた計画の
改善を行い、今後も保育に活かしていけるよう保育内容等の充実を図って
まいります。

＜評価について＞
評価をするにあたっては、以下のような基準で行っています。
Ａ－十分達成されている（１００％）
Ｂ－ほぼ達成されている（８０％以上）
Ｃ－取り組まれているが、成果が十分ではない（６０～８０％未満）

☆ 令和4年度は、新型コロナウイルス感染症による影響で実施出来なかっ
た項目があり、評価結果を※印で表記してあります。
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A　子どもの発達援助

A－１　子どもの発達援助の基本

小分類 評価項目 評価結果

①全体計画の作成には職員が参加している。 A

②地域の実態や保護者の意向などを考慮して、全体計画を作成している。 A

③全体計画を保護者に説明している。 A

①各年齢の子どもの発達状況に配慮した指導計画となっている。 A

②日常の保育を振り返り子どもの思いや気持ちを汲み取りながら、次の指
導計画に反映させている。 A

①一人ひとりの子どもの発達状況、保育目標、生活状況についての記録が
ある。 A

②それぞれの子どもに関する情報を周知している。 A

③一人ひとりの子どもの発達状況、保育目標、保育の実践について話し合
うためのケース検討を必要に応じて実施している。 A

【評価の根拠】

A－２　健康管理

小分類 評価項目 評価結果

(1)子どもの健康管理は、子ども一人ひとり
の健康状態に応じて実施している。

①健康に関するマニュアルがあり、職員に周知し、実施している。 A

①マニュアルがあり、それを活用している。 A

②マニュアルに基づき、保護者へ感染症の予防策及び対応について周知し
ている。 A

【評価の根拠】

全職員が保育理念や基本方針を理解し、子どもに関する情報もその都度共有しながら取り組んでいる。

　健康管理は、子ども１人ひとりの健康状態と集団の状況に応じて日々丁寧に実施することが大切です。組織として子
どもの健康管理に関する基本的なマニュアルを整備し、それぞれの職員が必要な知識等を習得していくことが必要とな
ります。

　理念や基本方針は、保育所の保育に対する考え方や姿勢を示すものです。これが明確にされていることによって、職
員は自らの業務への意識付けや子どもへの接し方、保育・保育サービスに対する具体的な取組を行うことが出来るよう
になります。また、実施する保育・保育サービスを保護者等にわかりやすく伝えることが保育所に対する安心感や信頼
を与えることにもつながります。

(1)全体計画を、基本方針に基づき、作成し
ている。

(2)指導計画の評価･検討を定期的に行い、そ
の結果に基づき、指導計画を見直している。

(3)各年齢の子どもの発達状況、保育目標、
生活状況についての記録がある。

(2)乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）・感染
症等を予防する仕組みがある。

・マニュアルを活用しながら嘔吐処理、ＡＥＤ、救急対応、ＳＩＤＳなどの実技体験や打ち合わせも行っているため。

Ａ：十分達成されている（100％）

Ｂ：ほぼ達成されている（80％以上）

Ｃ：取り組まれているが、成果が十分ではない

（60～80％未満）
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A－３　食事

小分類 評価項目 評価結果

①乳幼児にふさわしい食生活が展開されるよう、食事について見直しや改
善をしている。 A

②落ち着いた環境で楽しく食事ができるよう工夫している。 A

③食事の状況に基づき調理内容を改善している。 A

①アレルギー疾患、慢性疾患等をもつ子どもに対し、主治医からの指示を
得て、適切な対応を行っている。 A

②間違いがないように個別のプレートやトレーなどで分け、調理師同士や
保育士と確認している。 A

(3)文化・習慣の違いなどの個別に配慮した
食事を提供している。

①保護者の申し出により、個別に対応している。 A

【評価の根拠】

A－４　保育環境

小分類 評価項目 評価結果

①園内の清掃・消毒・換気がなされ、清潔に保たれ、子どもが心地よく過
ごせるよう配慮している。 A

②屋内外の衛生面・安全面に配慮している。 A

①保育者自身も環境の一部として生活の場面にあった保育者の声、音楽な
ど音に配慮している。 A

②園内に、子どもたちが季節感を味わえるような工夫をしている。 A

【評価の根拠】

アレルギー児への対応も調理室と連携を取りながら、丁寧に行っているため。

園内の清掃や消毒を徹底しつつ、季節を感じる装飾や子どもの作品の掲示も心掛け、行っているため。

　保育園は、子どもたちにとって生活の大半を過ごす場であり、「生活の場」ということが言えます。子どもたちが心
地よく過ごす生活の場にふさわしい環境を整えていくことが大切です。生活環境には身体的な心地よさ、精神的に落ち
着ける心地よさ、衛生的な心地よさなどがあり、様々な面から保育環境を整備し、子どもたちが園で快適に過ごせるよ
うにできる限りの配慮をする必要があります。

(1)子どもが心地よく過ごすことのできる環
境を整備している。

(2)生活の場に相応しい環境とする取り組み
を行っている。

(2)アレルギー疾患、慢性疾患等をもつ子ど
もに対し、主治医からの指示を得て、適切な
対応を行っている。

　飾区では、「第2次飾区食育推進計画（2019年度～2023年度）」を策定し、食を通して生きる力を営む「食
育」の重要性を改めて意識し「食を学ぶ」ことを基礎に、食育を家庭、学校、保育園、地域等が連携を図って区民運動
として取り組むことにより、「家庭力」や「地域力」を向上させて、豊かで活力ある「元気なかつしか」の実現を目指
しています。
　食物アレルギー等、命に係わる管理を十分に行うとともに、食育は、豊かな人間性を育む一環として重要な位置づけ
にあります。園の重要な課題として位置づけられているか、子どもの命を守る大切な事項として再点検が必要です。

(1)食育を通して子どもたちが楽しく食べ、
食べる意欲が育つように工夫している。
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A－５　保育内容

小分類 評価項目 評価結果

①子どもにわかりやすい温かな言葉づかいで、穏やかに話している。 A

②子どもの要求や訴えに対して、子どもの気持ちを受け止め、状況に応じ
た適切な対応をしている。 A

(2)子どもが基本的な生活習慣を身につけ、
積極的に活動できるような環境が整備されて
いる。

①基本的な生活習慣や生理現象に関しては、一人ひとりの子どもの状況に
応じて対応している。 A

(3)子どもが主体的に活動できる環境が整備
されている。

①子どもが主体的に活動や遊びを体験できるような環境が整備されてい
る。 A

①身近な生活体験の中で、命の大切さや季節感など、豊かな感性を育むよ
う配慮をしている。 A

②生活や遊びを通して、数・量の感覚が身につくよう工夫している。 A

③散歩や行事などで、子どもたちが主体的に地域の人に接する機会を作っ
ている。 ※

①身体等を使った様々な表現遊びが取り入れられている。 A

②様々な素材を使って、描いたり、作ったり、自由に表現できるように配
慮されている。 A

③絵本の読み聞かせや紙芝居などを積極的に取り入れている。 A

①喧嘩の場面では、危険のないように注意しながら、子どもたちのプライ
ド、自立性を尊重し、子どもたち同士で解決するよう援助している。 A

②順番を守るなど、社会的ルールを身につけていくように配慮している。 A

③広く社会性を身につけられるよう、異年齢の子どもたちや様々な年齢層
の人たちと交流している。 ※

①離乳食については、家庭と連携をとりながら、一人ひとりの子どもの状
況に配慮して行っている。 A

②一人ひとりの生活リズムに合わせて睡眠をとることができるように、静
かな空間が確保されている。 A

③顔を見合わせてあやしたり、乳児とのやりとりや触れ合い遊びを行って
いる。 A

④特定の保育者との継続的な関わりが保てるよう配慮している。 A

小分類 評価項目 評価結果

(8)長時間にわたる保育のための環境が整備
され、保育の内容や方法に配慮が見られる。

①長時間にわたる保育のための環境が整備され、保育の内容や方法に配慮
している。 A

①保護者の理解のもと、関係機関、医療機関等との連携を図り、必要に応
じて助言・援助を受けている。 A

②要支援児が園生活を送るために、必要に応じて園の子どもたちや保護者
に支援が必要なことを理解できるように配慮している。 A

(10)積極的な健康増進の工夫を遊びの中に取
り入れている。

①いろいろな運動遊びを工夫しながら取り入れている。 A

【評価の根拠】

(9)要支援児保育のための環境が整備され、
保育の内容や方法に配慮している。

　子ども一人ひとりへの理解を深め、受容することは保育の基本です。子どもを受容するということは、子どもの言い
分をよく聞き、保育者が子どもの気持ちに共感しなくてはなりません。保育者は常にゆったりとした気持ちで、子ども
たちの思いや要求を受容することが大切です。また、保育内容については、様々な取り組みがありますが、まず、子ど
もと保護者の人権を尊重した上で、子ども一人ひとりの家庭環境、身体的能力、精神的成長の違いを把握して保育をす
すめることが大切です。

(1)子ども一人ひとりへの理解を深め、受容
しようと努めている。

(4)身近な自然や社会とかかわれるような取
り組みがされている。

(5)様々な表現活動が体験できるように配慮
されている。

(6)遊びや生活を通して、人間関係が育つよ
う配慮している。

(7)乳児保育のための環境を整備し、保育の
内容や方法に配慮をしている。

子どもたちの気持ちを受け止めながら、子どもたちの興味や発達に合わせた活動をクラスで計画し、行えている。
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A－６　入所児童の人権尊重

小分類 評価項目 評価結果

①子どもが自分の思いや意見を、はっきり言うことができるよう配慮し、
それを尊重している。 A

②一人ひとりの子どもの心身の状態、生活習慣や文化、家庭の事情、考え
方などの違いを知り、それを尊重する心を育てている。 A

(2)性差への先入観による固定的な観念や役
割分業意識を植え付けないよう配慮してい
る。

①子どもの態度、服装、遊びなどで性差への先入観による固定的な対応を
しないよう配慮している。 A

(3)外国籍や帰国子女の子どもに対して、適
切な配慮がなされている。

①日本語によるコミュニケーションが困難な保護者に対して、園の意向や
連絡事項が正しく伝わるよう、努力や工夫をしている。 A

(4)保育中の子どもの人格尊重を意識してい
る。

①保育者は、子どもの人格尊重を意識して保育を行っている。 A

【評価の根拠】

　人権の尊重、外国籍の家庭への文化の違いへの配慮、性差への観念などをテーマに園内研修を実施し職員の理解を深め、学ぶ取り組みを
している。また、保育を振り返り、職員の共通理解のもと、より良い保育の実践に繋げている。

　人権を尊重する保育は、保育の基本であり、文化や考え方の違いをお互いに尊重できるように心がけたいものです。
保育現場においても、多くの外国人がおり、文化や生活習慣の違いなどを正しく理解し、互いに尊重する対応が求めら
れます。また、性差意識についても無意識の内に性別による指示を不用意に出していないか、日頃から職員間で相互に
確認しあうことが大切です。

(1)子どもの人権に十分配慮するとともに、
文化の違いを認め、互いに尊重する心を育て
るよう配慮している。

5 



B　子育て支援

B－１　入所児童の保護者の育児支援

小分類 評価項目 評価結果

(１)家庭と子どもの保育が密接に関連した保
護者支援を行っている。

①送迎の際の対話や連絡帳への記載などの日常的な情報交換に加えて、別
に機会を設けて相談に応じたり個別面談を行っている。 A

①個別面談記録をとっている。 A

②家庭の状況や保護者との情報交換が、必要に応じて、関係職員に周知さ
れている。 A

(3)子どもの発達や育児などについて、懇談
会などの話し合いの場に加えて、保護者と共
通理解を得るための機会を設けている。

①保護者会・懇談会などを定期的に開催し、保護者と共通理解を得るため
の機会を設けている。 B 

①保育者は日常、保護者や子どもの様子を注視し、虐待の予防や早期発見
に努めている。 A

②虐待児の早期発見の仕方についてマニュアルがあり、全職員に周知して
いる。 A

①｢園だより｣や｢クラスだより」など定期的に発行している。 A

②クラスごとの保護者会・懇談会などで、保育内容･目的を分かりやすく説
明し情報提供を行っている。 A

①あらかじめ年間行事の日程を知らせ、保護者が保育参加の予定を立てや
すくしている。 A

②保育参加・保育参観の機会を随時受け入れている。 ※

【評価の根拠】

B－２　地域の子育て支援

小分類 評価項目 評価結果

①いつでも育児相談ができる体制が整っている。 ※

②リーフレットやポスターなどを作成し、積極的に子育て情報の提供をし
ている。 ※

③地域における子育てニーズを把握して子育て支援を実施している。 ※

【評価の根拠】

(2)家庭の情報や情報交換内容が必要に応じ
て記録されている。

(4)虐待を受けていると疑われる子どもの早
期発見に努めている。

(1)育児相談やふれあい体験保育など地域の
子育て家庭を対象とする子育て支援のための
取り組みを行っている。

新型コロナウイルス感染症予防のため、十分な保護者会や懇談会等は難しいが、子どもの様子を撮影した写真をクラスだよりや保護者会資
料・壁新聞に掲載したり、子どもたちの生活の様子を保護者に伝えていった。

(5)保育内容(行事を含む）など子どもの園生
活に関する情報を提供している。

　保育は園だけで行われるものではなく、家庭との連携が必要なことは言うまでもありません。しかし、働く親たちを
取り巻く社会環境は、厳しい状況にあり、子育てに時間的余裕が取れないのが現状です。保護者の仕事と子育ての両立
等を支援するために、保護者の状況に配慮するとともに、常に子どもの福祉の尊重を念頭におき、生活への配慮がなさ
れるよう、家庭と連携・協力していく必要があります。また、子育てに対する自信やゆとりの喪失、ストレスの増大な
どを生み出すことのないよう、園から保護者への積極的な働きかけが必要です。

　入所児の保護者への支援は、日々の保育に深く関連して行われますが、地域の子育て家庭に対しても子育て力の向上
に貢献していくことが今後の課題となっています。葛飾区は南北に長く、地域それぞれに特性をもっていますが、保育
園としての専門性を地域のニーズに応じて提供することが求められています。

(6)保護者の保育参加を進めるための工夫を
している。

Ａ：十分達成されている（100％）

Ｂ：ほぼ達成されている（80％以上）

Ｃ：取り組まれているが、成果が十分ではない

（60～80％未満）
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C　地域との連携

C－１　保育園の役割を果たすために必要な地域の関係機関･団体との連携

小分類 評価項目 評価結果

①園外向けの掲示板やポスター等で園の様子や行事などについて、地域の
人々に見てもらえるようにしている。 A

②地域の人々に向けた保育園や子どもへの理解を得るための日常的なコ
ミュニケーションを心がけている。 B

(２)小学校との連携や就学を見通した計画に
基づいて、保育の内容や方法、保護者との関
わりに配慮されている。

①保護者が就学に向けての子どもの生活について見通しを持てるように配
慮されている。 A

(３)地域の関係機関などと連携を深めるよう
にしている。

①育児相談などに際して、専門機関と相談や連携ができている。 A

①子どもが職員以外の人々と交流できる機会を設けている。 ※

②ボランティア･体験保育の人々を積極的に受け入れている。 ※

③児童館の利用者に対して行事参加の呼びかけをしている。 ※

④他の保育園と交流する機会を設けている。 ※

【評価の根拠】

(１)近隣の人々に保育について理解を得た
り、協力依頼するなどの配慮をしている。

コロナ禍で出来ることは限られているが、地域向けの掲示板に子どもの作品の展示や園の取り組み、活動の様子を掲載したり、ポスターを貼る
など情報提供している。七夕などの行事の時には、短冊を配り、笹に飾ってもらったり、簡単な製作キットや作り方のレジメを配布した。

(４)保育園の活動や行事に地域の人々の参加
を呼びかけるなど、子どもが職員以外の人と
交流できる機会を確保している。

　保育園が日常の保育の中で蓄積してきた子育てに関する知識、経験や技術などを地域に積極的に提供していくこと
は、保育園の役割として求められています。それには、地域の子育て関係機関と連携を図り、より豊かな支援が展開で
きるようにしていく必要があります。また、葛飾区では中学生の職場体験やシニアボランティアなど積極的に受け入れ
ています。開かれた保育園として今後も積極的に取り組んでいく必要があります。

Ａ：十分達成されている（100％）

Ｂ：ほぼ達成されている（80％以上）

Ｃ：取り組まれているが、成果が十分ではない

（60～80％未満）
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D　運営管理

D－１　基本方針

小分類 評価項目 評価結果

①保育理念を年度初めに職員で確認している。 A

②基本方針は、職員の行動規範となるよう具体的な内容となっている。 A

①職員や保護者などに見やすい場所に掲示している。 A

②保護者会や配布物を通して、保育理念や保育方針を周知している。 A

【評価の根拠】

D－２　組織運営

小分類 評価項目 評価結果

(1)保育の質の向上や改善のための取り組み
を職員参加により行っている。

①保育の質の向上や改善のための取り組みについて、意図的･計画的に実施
している。 A

①施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明している。 A

②施設長は、質の向上に意欲を持ち、その取り組みに指導力を発揮してい
る。 A

(3)運営改善の課題について把握し、計画的
な取り組みを行うとともに、定期的に検証、
見直しをしている。

①運営改善の課題について把握し、計画的な取り組みを行うとともに、定
期的に検証、見直しをしている。 A

【評価の根拠】

①会計年度任用職員の意見を聞いたり、話し合う機会を定期的に持ってい
る。 A

②会計年度任用職員へのアンケートがある。 A

③会計年度任用職員と連携をうまく取るために担当職員が決まっている。 A

【評価の根拠】

＊「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」（令和２年４月１日施工）の趣旨を踏まえ、令和２年度より
「会計年度任用職員制度」を導入したため、非常勤職員及び臨時職員は、会計年度任用職員になりました。

担当が窓口となり、定期的に面談やアンケートを行い、また懇談会等意見を交換する場を持っている。

　保育園の機能や役割が増す中で、職員が組織の一員として今まで以上にその役割をしっかり担うことが求められてい
ます。施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令などを遵守し、保育所を取り巻く社会情勢を踏ま
え、施設長としての専門性などの向上に努め、当該保育所における保育の質及び職員の専門性向上のために必要な環境
の確保に努めなければなりません。

保育の質を高めるため、定期的に課題を検討したり、見直しを行っている。

(2)施設長のリーダーシップが発揮されてい
る。

職員間で共通理解の場を設け、確認・理解している。保護者への周知は具体的な内容の資料を作成し、丁寧に説明し、周知している。

(2)保育理念や基本方針を職員や保護者など
に周知するための取り組みを行っている。

　保育を実施するにあたって、「保育理念」に基づいて保育園が目指す基本的な方向を明文化した「保育の基本方針」
が必要であり、それを園の関係者や保護者へどのように説明しているか点検する必要があります。

(4)会計年度任用職員と連携を取るための取
り組みがなされている。

(1)保育所の保育理念及び基本方針を明文化
している。

Ａ：十分達成されている（100％）

Ｂ：ほぼ達成されている（80％以上）

Ｃ：取り組まれているが、成果が十分ではない

（60～80％未満）
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D－３　人材育成

小分類 評価項目 評価結果

①各職員について、適切な研修機会の確保を行っている。 A

②園内研修を行っている。 A

【評価の根拠】

D－４安全･衛生･危機管理

小分類 評価項目 評価結果

①マニュアルは、全職員がすぐに手に取り、見ることができるところにあ
る。 A

②職員への周知方法として、全職員にマニュアルが配布されている又は研
修や訓練が行われている。 A

③外部からの侵入に対する対応を実施している。 A

(2)安全管理のマニュアルがあり、事故や災
害に備えた安全対策が実施されている。

①緊急時に慌てず対応できるよう、医療機関等の連絡先を表示している。 A

①事故防止、安全管理のためのチェックリストが作成されている。 A

②毎日又は定期的にチェックが行われている。 A

(４)調理場、水周りなどの衛生管理は、マ
ニュアルに基づいて適切に実施されている。

①日頃からチェックリストを使った点検、確認等が行われている。 A

(５)水周りなどの衛生管理が適切に実施さ
れ、食中毒等の発生時に対応できるような危
機管理体制が整備されている。

①マニュアルは、全職員がすぐ手に取り、見ることができるところにあ
る。 A

【評価の根拠】

D－５　守秘義務の遵守

小分類 評価項目 評価結果

①保育業務の中で知り得た子どもや家庭に関する秘密の保持について、全
職員に周知し、守られている。 A

②保護者や地域の人からの相談事項について、プライバシーの保護、話さ
れた内容の秘密保持を徹底し、守られている。 A

【評価の根拠】

(1)職員の研修ニーズを把握し、職員に適切
な研修機会を確保している。

　職員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の習得、維持及び向上を図るとともに、保育の課題などへの共
通理解や協調性を高め、保育所全体としての保育の質の向上を図っていくためには、日常的に職員同士が主体的に学び
合う姿勢と環境が重要であり、職場内の研修の充実が図られなければなりません。

　子どもの安全が脅かされる事件等の発生など、近年、子どもを取り巻く環境は悪化しており、園での事故は未然に防
いでいかなくてはなりません。事故の予防や災害時の対策は保育園に関わる全職員に周知し、誰もが同じように対応で
きるようにマニュアル化するとともに、日常的に確認することが必要です。保育園の危機管理を徹底し、安心、安全を
守ることは保護者との信頼を築く基礎となります。

園内研修に関しては小グループに分かれ、それぞれのグループがテーマを決め、学びあい、発表しあう機会を持つことができた。外部研修につ
いては係が周知し、それぞれ研修計画を立て参加し、報告・情報共有し、学びに繋げることができた。

守秘義務に対しては全職員が意識を持ち、周知徹底している。

(1)事故や災害に適応できるマニュアルがあ
り、全職員に周知されている。

(３)事故防止のための具体的な取り組みを
行っている。

マニュアルに基づき、安全管理、事故防止、災害対応等を定期的に研修、訓練を行うことができた。各種マニュアルやチェックリストはヒヤリハッ
トや訓練により、常に改善し、最善最新のものに改訂している。

　業務上で知り得た情報には、守秘義務が課せられます。プライバシーの保護について厳しく制約され、相手の同意な
くしては、情報を共有することはできません。保育現場においても職員間の情報共有は大切ですが、子どもや保護者の
家庭環境などの情報について不用意に取り扱うことがないようにしなければなりません。

(1)守秘義務の遵守を全職員に周知してい
る。
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